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 第 3851号  

   目      次  
    
   規  則 

 ○富山県行政書士法施行規則の一部を改正する規則               １ 

   告  示 

 ○道路の区域変更                              ２ 

 ○道路の供用開始                              ３ 

 ○道路の位置の指定                              

   公  告 

 ○落札者等の公示                              ４ 
 

 

∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

規      則 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

 

 富山県行政書士法施行規則の一部を改正する規則を次のように定め、公布する。 

  平成26年12月19日 

                    富山県知事 石  井    一  

富山県規則第71号 

   富山県行政書士法施行規則の一部を改正する規則 

 富山県行政書士法施行規則（昭和26年富山県規則第16号）の一部を次のように改 

正する。 

 第８条第１項各号列記以外の部分中「第17条の２第１項第５号」を「第17条の２ 

第１項第６号」に改める。 

   附 則 

 この規則は、平成26年12月27日から施行する。 

                             （文書学術課）  

 
 

毎週月.水.金曜日発行 
平成26年12月19日 

金 曜 日 
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∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

告      示 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

富山県告示第523号 

      道路の区域変更について 

 道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第１項の規定に基づき道路の区域を次の 

とおり変更したので、同項の規定により公示する。 

 なお、関係図面は、富山県土木部道路課及び次の縦覧場所において12月19日から 

１箇月間一般の縦覧に供する。 

  平成26年12月19日 

                    富山県知事 石  井  隆  一  
 

道路の種類 
及び路線名 

 
区    間 

 

変  更 
前後別 記号 敷地の幅員 

メートル      
延   長 
メートル 縦覧場所 

県道 
 
入善朝日線 

下新川郡朝日町元屋敷字和 
倉1931番１から 
 
下新川郡朝日町元屋敷字大 
和倉1998番１まで 

変更前  

 
最大   8.0 

 
最小  5.7 

 

170.0 
新川土木 
センター 
入善土木 
事務所 

変更後  

 
最大 17.7 

 
最小 13.3 

 

170.0 

県道 
 
坪野小矢部線 

砺波市正権寺字後島1161番 
５から 
 
砺波市池原字北山24番10ま 
で 

変更前  

 
最大 13.1 

 
最小  6.5 

 

126.0 

砺波土木 
センター 

変更後  

 
最大 21.9 

 
最小   7.8 

 

126.0 

県道 
 
高岡庄川線 

砺波市秋元1143番から 
 
砺波市秋元1143番まで 

変更前  

 
最大  12.6 

 
最小 11.3 

 

50.7 

砺波土木 
センター 

変更後  

 
最大 13.4 

 
最小 12.6 

 

50.7 

県道 
 
井栗谷大門線 

砺波市井栗谷字西谷 171番 
19から 
 

変更前  

 
最大 29.5 

 
最小  6.6 

 

263.0 
砺波土木 
センター 
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砺波市井栗谷字西谷 537番 
３まで 

変更後  

 
最大 74.0 

 
最小  11.7 

 

263.0  

 

 

富山県告示第524号 

   道路の供用開始について 

 次のとおり道路の供用を開始するので、道路法（昭和27年法律第 180号）第18条 

第２項の規定により公示する。 

 なお、関係図面は、富山県土木部道路課及び次の縦覧場所において12月19日から 

１箇月間一般の縦覧に供する。 

  平成26年12月19日 

                    富山県知事 石  井  隆  一  
 

道路の種類 
及び路線名 

 
区    間 

 
供用開始の期日 縦覧場所 

県道 
 
入善朝日線 

下新川郡朝日町元屋敷字和倉1931番１ 
から 
下新川郡朝日町元屋敷字大和倉1998番 
１まで 

 
 

平成26年12月19日 
 
 

新川土木 
センター 
入善土木 
事務所 

県道 
 
坪野小矢部線 

砺波市正権寺字後島1161番５から 
 
砺波市池原字北山24番10まで 

 
 

平成26年12月19日 
 
 

砺波土木 
センター 

 

 

 

富山県告示第525号 

   道路の位置の指定について 

 建築基準法（昭和25年法律第 201号）第42条第１項第５号に規定する道路の位置 

を次のように指定した。 

  平成26年12月19日 

                    富山県知事 石  井    一  
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道路番号 幅  員 
(メートル) 

延  長 
(メートル) 

道路の位置 
指定年月日 

始点の地名地番 終点の地名地番 

 
１ 
 

5.00 82.55 滑川市北野 209 
番１ 

滑川市北野 209 
番１ 

平成26年 
11月13日 

 

∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

公      告 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

落札者等の公示 

 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政 

令第 372号。以下「特例政令」という。）第11条及び富山県の物品等又は特定役務 

の調達手続の特例を定める規則（平成７年富山県規則第68号）第12条の規定により 

次のとおり公示する。 

  平成26年12月19日 

                    富山県知事 石  井    一  

１ 落札に係る物品等の名称及び数量 

  金属積層造形システム 一式 

２ 契約に関する事務を担当する室課の名称及び所在地 

  富山県出納局総務会計課 富山市新総曲輪１番７号 

３ 落札者を決定した日 

  平成26年10月20日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  轟産業株式会社 福井県福井市毛矢三丁目２番４号 

５ 落札金額 

   86,184,000円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 特例政令第６条の公告を行った日 

  平成26年８月20日 

 

  平成26年12月19日印刷発行       発 行  富    山    県   


